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■名簿の提供先（避難支援等関係者）

学区・地区安全・安心ネットワークや連合町内会、単位町内会、
自主防災組織、民生委員・児童委員、岡山市消防局 など

避難行動要支援者名簿の概要

○ 避難行動要支援者名簿とは、要介護認定３以上や身体障害者手帳１・２級を所持する方など、
一定の要件に該当する方のうち、個人情報の提供について同意を得られた方の名簿を作成し、
地域の避難支援等関係者に提供しているもの。

○ 平成25年６月に災害対策基本法が改正され、名簿作成が市町村の義務となった。

１ 概要

ア 要介護認定３～５を受けている人
イ 身体障害者手帳１・２級（総合等級）の第１種を所持する身体障害者

（心臓、じん臓機能障害のみで該当する者は除く）
ウ 療育手帳Ａを所持する知的障害者
エ 精神障害者保健福祉手帳１級を所持する者、地域定着支援を利用して

いる精神障害者
オ 障害福祉サービスの介護給付等を受けている難病患者
カ ア～オ以外で、避難に支援が必要な人で、名簿への掲載を申請した人

■名簿の対象者（施設入所者は除く）

■名簿に記載される事項

本人の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、町内会名、避難
支援を必要とする理由など

２ 内容 ３ 名簿作成から活用までの流れ

注：「カ」の要件に基づき名簿への掲載を希望する場合は、本人等から
危機管理室へ名簿登録申請書（※）を提出。※危機管理室HPに掲載

①市が保有している情報に基づき、対象者を抽出。
②市から対象者に対して、平常時から関係者へ
名簿情報を提供することについての、同意書を送付。

③対象者から市へ同意書を提出。
④同意していただいた方のみを掲載した「避難行動
要支援者名簿」を作成し、避難支援等関係者に提供。

⑤災害時の安否確認などの避難支援や、平常時にも、
見守りや、個別避難計画の作成に活用。



名簿の様式（令和6年度名簿）

○ 令和6年度岡山市避難行動要支援者名簿の記載例は以下のとおり。
※各提供先ごとに一部表記が異なります。以下の記載例は町内会にお渡ししているものです。



2

名簿関連資料の様式

2

要支援者名簿に関係する資料のうち、以下の３点の様式を掲載しております。
①本人等からの申請に基づき名簿登録を行う際にご提出いただく申請書
②対象者に対し避難行動要支援者名簿に記載される個人情報の提供に関する同意書
③過去に一度同意書を提出いただいた方に対する次年度以降の意思確認のための確認書

②同意書 ③確認書①名簿登録申請書 ※対象者になって以降、同意書
を提出したことがない方

※過去に一度同意書を提出
いただいた方に送付

※申請に基づく名簿
登録の際に提出


